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○ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成１２年３月１７日老発第２１４号厚生省老人保健福祉局長通知）（抄） 

改        正        後 改        正        前 

第１ 一般的事項 
１ 基本方針 

基準第２条（基本方針）は、特別養護老人ホームが入所者の福祉を
図るために必要な方針について総括的に規定したものである。 
なお、同条第１項中の「健全な環境」とは、当該特別養護老人ホー

ムが、敷地の衛生及び安全等について定めた建築基準法（昭和２５年
法律第２４１号）第１９条、第４３条及び建築基準法施行令（昭和２
５年政令第３４８号）第１２８条の規定に定める要件を満たすととも
に、入所者の生活を健全に維持するために、ばい煙、騒音、振動等に
よる影響、交通、水利の便等を十分考慮して設置され、かつ、その設
備が入所者の身体的、精神的特性に適合していることをいうものであ
り、「適切な処遇」とは、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等にお
ける役務の提供や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を考慮し
て適切に行われることをいうものである。 

２ 構造設備の一般原則 
基準第３条（構造設備の一般原則）は、特別養護老人ホームの構造

設備の一般原則について定めたものであり、特別養護老人ホームの配
置、構造設備が本基準及び建築基準法等の関係諸規定に従うとともに
日照、採光、換気等について十分考慮されたものとし、もって入所者
の保健衛生及び防災の万全を期すべきことを趣旨とするものである。

 
３ 設備の専用 

基準第４条（設備の専用）は、特別養護老人ホームに設け又は備え
られる設備が必要に応じ直ちに使用できる状態になければならないの
で、原則として、これらを当該特別養護老人ホームの専用とすべきこ
ととしたものであるが、同一敷地内に他の社会福祉施設が設置されて
いる場合等であって、当該特別養護老人ホームの効果的な運営と入所
者に対する適切な処遇が確保される場合には、入所者が日常継続的に
使用する設備以外の調理室等の設備は、その一部についてただし書を
適用して差し支えないこととしたものである。 

４ 職員の資格要件 
（１）基準第５条（職員の資格要件）第１項及び第２項は、施設長及び

生活相談員について、その有すべき資格を定めたものであるが、この

第１ 一般的事項 
１ 基本方針 

基準第２条（基本方針）は、特別養護老人ホームが入所者の福祉を
図るために必要な方針について総括的に規定したものであること。 
なお、同条第１項中の「健全な環境」とは、当該特別養護老人ホー

ムが、敷地の衛生及び安全等について定めた建築基準法第１９条、第
４３条及び同法施行令第１２８条の規定に定める要件を満たすととも
に、入所者の生活を健全に維持するために、ばい煙、騒音、振動等に
よる影響、交通、水利の便等を十分考慮して設置され、かつ、その設
備が入所者の身体的、精神的特性に適合していることをいうものであ
り、「適切な処遇」とは、給食、健康管理、衛生管理、生活相談等にお
ける役務の提供や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を考慮し
て適切に行われることをいうものであること。 

 
２ 構造設備の一般原則 

基準第３条（構造設備の一般原則）は、特別養護老人ホームの構造
設備の一般原則について定めたものであり、特別養護老人ホームの配
置、構造設備が本基準及び建築基準法等の関係諸規定に従うとともに
日照、採光、換気等について十分考慮されたものとし、もって入所者
の保健衛生及び防災の万全を期すべきことを趣旨とするものであるこ
と。 

３ 設備の専用 
基準第４条（設備の専用）は、特別養護老人ホームに設け又は備え

られる設備が必要に応じ直ちに使用できる状態になければならないの
で、原則として、これらを当該特別養護老人ホームの専用とすべきこ
ととしたものであるが、同一敷地内に他の社会福祉施設が設置されて
いる場合等であって、当該特別養護老人ホームの効果的な運営と入所
者に対する適切な処遇が確保される場合には、入所者が日常継続的に
使用する設備以外の調理室等の設備は、その一部についてただし書を
適用して差し支えないこととしたものであること。 

４ 職員の資格要件 
（１）基準第５条（職員の資格要件）第１項及び第２項は、施設長及び
生活相談員について、その有すべき資格を定めたものであるが、この
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うち「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、社会福祉施設
等に勤務し又は勤務したことのある者等であって、その者の実績等か
ら一般的に、施設長にあっては特別養護老人ホームを適切に管理運営
する能力を有すると認められる者、生活相談員にあっては、入所者の
生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有すると認め
られる者をいう。 
なお、介護職員、調理員等については、資格の定めはないが、これ

ら職員についてもそれぞれの職務を遂行する熱意と能力を有する者を
もって充てること。 

（２） （略） 
５ 職員の専従 

基準第６条（職員の専従）は、職員の他の職業との兼業を禁止する
趣旨のものではないが、入所者の処遇の万全を期すために、特別養護
老人ホームの職員は当該施設の職務に専念すべきこととしたものであ
る。したがって、特別養護老人ホームは、職員の採用及び事務分掌を
決定するに当たっては、この点に留意すること。 
なお、ただし書の規定は、直接入所者の処遇に当たる生活相談員、

介護職員及び看護職員については、機能訓練指導員及び介護保険法（平
成９年法律第１２３号）に定める介護支援専門員並びに併設される短
期入所生活介護事業における同職との兼務を除き、原則として適用さ
れず、また、その他の職員についても同一敷地内に設置されている他
の社会福祉施設等に兼ねて勤務する場合等であって、兼務によっても
入所者の処遇に支障をきたさない場合に限り適用される。 

６ 運営規程 
基準第７条（運営規程）は、特別養護老人ホームの事業の適正な運

営及び入所者に対する適切な処遇を確保するため、同条第１号から第
７号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを義務づけたも
のであるが、特に次の点に留意するものとする。 

（１）入所定員（第３号） 
入所定員は、特別養護老人ホームの専用の居室のベッド数（和室利

用の場合は、当該居室の利用人員数）と同数とすること。 
 
 
 
 
 
（２）入所者の処遇の内容及び費用の額（第４号） 

① 入所者の処遇の内容は、日常生活を送る上での一日当たりの日課

うち「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、社会福祉施設
等に勤務し又は勤務したことのある者等であって、その者の実績等か
ら一般的に、施設長にあっては特別養護老人ホームを適切に管理運営
する能力を有すると認められる者、生活相談員にあっては、入所者の
生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有すると認め
られる者をいうこと。 
なお、介護職員、調理員等については、資格の定めはないが、これ

ら職員についてもそれぞれの職務を遂行する熱意と能力を有する者を
もって充てること。 

（２） （略） 
５ 職員の専従 

基準第６条（職員の専従）は、職員の他の職業との兼業を禁止する
趣旨のものではないが、入所者の処遇の万全を期すために、特別養護
老人ホームの職員は当該施設の職務に専念すべきこととしたものであ
ること。したがって、特別養護老人ホームは、職員の採用及び事務分
掌を決定するに当たっては、この点に留意すること。 
なお、ただし書の規定は、直接入所者の処遇に当たる生活相談員、

介護職員及び看護職員については、機能訓練指導員及び介護保険法に
定める介護支援専門員並びに併設される短期入所生活介護事業におけ
る同職との兼務を除き、原則として適用すべきでなく、また、その他
の職員についても同一敷地内に設置されている他の社会福祉施設等に
兼ねて勤務する場合等であって、兼務によっても入所者の処遇に支障
をきたさない場合に限り適用すること。 

６ 運営規程 
基準第７条（運営規程）は、特別養護老人ホームの事業の適正な運

営及び入所者に対する適切な処遇を確保するため、同条第１号から第
８号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを義務づけたも
のであるが、特に次の点に留意するものとする。 

（１）入所定員等（第３号及び第４号） 
入所定員は、特別養護老人ホームの専用の居室のベッド数（和室利

用の場合は、当該居室の利用人員数）と同数とすること。また、基準
第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにあっては、１０
人程度の入所者が食事を行い、かつ、談話等を楽しむ共同生活室及び
当該共同生活室に近接して一体的に設けられる当該入所者の居室から
構成される基本的な単位（以下「ユニット」という。）の数並びに当該
ユニットごとの居室の入所定員を定めること。 

（２）入所者の処遇の内容及び費用の額（第５号） 
① 入所者の処遇の内容については、日常生活を送る上での一日当た
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やレクリエーション及び年間行事等を含めた処遇の内容を指すもの
であること。 

② 費用の額については、介護保険等の費用の内容のほか、日常生活
等の上で入所者から支払を受ける費用の額を規定するものであるこ
と。 

（３）施設の利用に当たっての留意事項（第５号） 
（略） 

（４）非常災害対策（第６号） 
（略） 

（５）その他施設の運営に関する重要事項（第７号） 
当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて定めておく
ことが望ましい。 

７ 非常災害対策 
（１）基準第８条（非常災害対策）は、入所者の身体的、精神的特性に

かんがみ、火災等の非常災害に際して必要な諸設備の整備及び避難、
救出訓練の実施等その対策の万全を期さなければならないこととした
ものである。 

（２）「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭
和２３年法律第１８６号）第１７条の規定に基づく消防用設備等（同
法第１７条の２第１項又は第１７条の３第１項の規定が適用される特
別養護老人ホームにあっては、それぞれの技術上の基準に基づく消防
用設備等）及び風水害、地震等の災害に際して必要な設備をいう。 

（３）「非常災害に対する具体的計画」とは、消防法施行規則（昭和３６
年自治省令第６号）第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の
災害に対処するための計画をいう。なお、この場合、消防計画の樹立
及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火
管理者を置くこととされている特別養護老人ホームにあっては、その
者に行わせること。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされ
ている特別養護老人ホームにおいても防火管理者又は火気・消防等に
ついての責任者を定め、その者に消防計画の樹立等の業務を行わせる
こと。なお、特別養護老人ホームにおける火災の防止等については、
「社会福祉施設における防火安全対策の強化について（昭和６２年９
月１８日社施第１０７号社会局長、児童家庭局長連名通知）」等により
別途通知しているので留意すること。 

８ 記録の整備 
基準第９条（記録の整備）は、特別養護老人ホームの日々の運営及

び財産並びに入所者の処遇の状況等に関する一切の事実を正確に記録

りの日課やレクリエーション及び年間行事等を含めた処遇の内容を
指すものであること。 

② 費用の額については、介護保険等の費用の内容のほか、日常生活
等を送る上で、入所者から徴収する費用の額を規定するものである
こと。 

（３）施設の利用に当たっての留意事項（第６号） 
（略） 

（４）非常災害対策（第７号） 
（略） 

 
 
 
 
７ 非常災害対策 
（１）基準第８条（非常災害対策）は、入所者の身体的、精神的特性に
かんがみ、火災等の非常災害に際して必要な諸設備の整備及び避難、
救出訓練の実施等その対策の万全を期さなければならないこととした
ものであること。 

（２）「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法第
１７条の規定に基づく消防用設備等（同法第１７条の２第１項又は第
１７条の３第１項の規定が適用される特別養護老人ホームにあって
は、それぞれの技術上の基準に基づく消防用設備等）及び風水害、地
震等の災害に際して必要な設備をいうこと。 

（３）「非常災害に対する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規
定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をい
うこと。なお、この場合、消防計画の樹立及びこれに基づく消防業務
の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされて
いる特別養護老人ホームにあっては、その者に行わせること。また、
防火管理者を置かなくてもよいこととされている特別養護老人ホーム
においても防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、そ
の者に消防計画の樹立等の業務を行わせること。なお、特別養護老人
ホームにおける火災の防止等については、「社会福祉施設における防
火安全対策の強化について（昭和６２年９月１８日社施第１０７号社
会局長、児童家庭局長連名通知）」等により別途通知しているので留意
すること。 

８ 記録の整備 
基準第９条（記録の整備）は、特別養護老人ホームの日々の運営及

び財産並びに入所者の処遇の状況等に関する一切の事実を正確に記録
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し、常に当該特別養護老人ホームの実情を的確に把握するため、少な
くとも次に掲げる記録を備えなければならないこととしたものであ
る。 

（１） （略） 
（２）入所者に関する記録 

ア （略） 
イ 入所者台帳（入所者の生活歴、病歴、入所前の居宅サービスの利
用状況、処遇に関する事項その他必要な事項を記録したもの） 

ウ 入所者の処遇に関する計画 
エ 処遇日誌 
オ 献立その他食事に関する記録 
カ 入所者の健康管理に関する記録 
キ 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急
やむを得ない場合に行った身体的拘束等の態様及び時間、その際の
入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

ク 行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記
録 

ケ 入所者の処遇により事故が発生した場合の事故の状況及び事故に
際して採った処置についての記録 

（３） （略） 
９ 経理の原則 

（略） 
 

第２ 規模及び設備に関する事項 
１ 規模（基準第１０条） 

入所定員が３０人未満の特別養護老人ホームについては、老人デイ
サービスセンター等の他の社会福祉施設と一体的に設置されているな
ど、夜間を含め２４時間の介護業務等についての勤務体制が確保され
ている必要がある。 

 
また、「入所させることを目的とする他の社会福祉施設等」とは、身

体障害者療護施設や介護老人保健施設などの夜間を含めて２４時間の
介護業務等についての勤務体制が組まれている入所施設であり、一体
的に運営することで効率的な運営と、本体事業の入所者を含めて適切
な処遇が確保されている施設である。 

２ 設備の基準（基準第１１条） 
 
 

し、つねに当該特別養護老人ホームの実情を的確に把握するため、少
なくとも次に掲げる記録を備えなければならないこととしたものであ
ること。 

（１） （略） 
（２）入所者に関する記録 
ア （略） 
イ 入所者台帳（入所者の生活歴、処遇に関する事項その他必要な事
項を記録したもの） 

 
ウ 処遇日誌 
エ 献立その他給食に関する記録 
オ 入所者の健康管理に関する記録 

 
 
 
 
 
 
 
（３） （略） 
９ 経理の原則 

（略） 
 

第２ 規模及び設備に関する事項 
１ 規模 

特別養護老人ホームの規模は、２０人以上を入所させ得る規模を有
することとしたところであるが、３０人未満の入所規模の特別養護老
人ホームについては、老人デイサービスセンター等の他の社会福祉施
設と一体的に設置されているなど、夜間を含め２４時間の介護業務等
についての勤務体制が確保されている必要がある。 
また、「入所させることを目的とする他の社会福祉施設等」とは、身

体障害者療護施設や老人保健施設などの夜間を含めて２４時間の介護
業務等についての勤務体制が組まれている入所施設であり、一体的に
運営することで効率的な運営と、本体事業の入所者を含めて適切な処
遇が確保されている施設であること。 

２ 設備の基準 
（１）特別養護老人ホームの設備の基準は、基準第１１条に定めるとこ

ろによるものであるが、これによりがたいときは、基準第１１条の２
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に定めるところによることができること。 
（２）基準第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人ホームは、平成

１４年度から整備を進めることとされた「居住福祉型」の特別養護老
人ホームであり、家庭に近い居住環境の下で少人数ごとに生活を共に
する入所者に、一人一人の生活のリズムを基本に据えた介護や日常生
活上の世話を行うことを特徴とするものであること。 
このため、居室は個室とするとともに、居室に近接して、少人数で

食事をしたり談話を楽しんだりする空間（共同生活室）を設け、こう
した個室及び共同生活室をユニットとして建物を構成し、運営しなけ
ればならないこと。 
また、居室及び共同生活室については、それぞれ基準第１１条第４

項第１号及び第２号に定める設備の基準を満たすほか、家庭に近い居
住環境の下で介護や日常生活上の世話などを行うという上記の「居住
福祉型」の特別養護老人ホームの特徴を踏まえたものでなければなら
ないこと。 

（３）基準第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの設備の
基準 
① 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者の処遇上必
要と認められる場合には、２人部屋とすることができることとされ
ており、これは、夫婦で居室を利用する場合などを想定しているこ
と。 

② 居室は、１０人程度の入所者が食事を行い、かつ、談話等を楽し
む共同生活室及び当該共同生活室に近接して一体的に設けられる居
室から構成されるユニットのいずれかに属するものとし、当該ユニ
ットの共同生活室に近接して一体的に設けること。この場合、「共同
生活室に近接して一体的に設けられる居室」とは、次の３つをいう
ものであること。 
ア 当該共同生活室に隣接している居室 
イ 当該共同生活室に隣接してはいないが、アに定める居室と隣接

している居室 
ウ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室
（他の共同生活室のア及びイに相当する居室を除く。） 

③ 一の居室の床面積については、入所者が家庭で使い慣れた家具な
どを持ち込むことができるように、１３．２平方メートル以上を標
準とすること。 

これは、１３．２平方メートル以上（居室内に洗面設備が設けら
れているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられていると
きはその面積を除く。）とすることが原則であるが、基準第１１条の
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２の規定の適用を受ける特別養護老人ホームが改築等によって当該
面積を確保し、基準第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人ホ
ームの設備の基準を満たそうとする場合（改正省令附則第２条に規
定する場合を含む。）に、敷地の制約や既存の建物の構造上の制約な
ど特別の事情によって当該面積を確保することが困難であると認め
られるときには、上記の趣旨を損なわない範囲で、１３．２平方メ
ートル未満としても差し支えないという趣旨であること。 
入所者の処遇上必要と認められる場合に２人部屋とするときは２

１．３平方メートル以上を標準とすることについても、同様の趣旨
であること。 

④ 基準第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにあって
は、家庭に近い居住環境を実現する観点から、入所者は家庭で使い
慣れた家具などを持ち込むことを想定しているため、入所者の身の
回り品を保管することができる設備は、必要に応じて備えれば足り
ること。 

⑤ 共同生活室は、ユニットのいずれかに属するものとし、当該ユニ
ットの居室の入所者が食事を行い、かつ、談話等を楽しむのに適し
た形状を有するものでなければならないこと。この場合、「入所者が
食事を行い、かつ、談話等を楽しむのに適した形状を有する」ため
には、次の２つの要件を満たす必要があること。 
ア 当該共同生活室に近接して一体的に設けられる居室以外の居室

の入所者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の
共同生活室等の場所に移動することができるようになっているこ
と。 

イ 当該共同生活室に近接して一体的に設けられる居室の入所者全
員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり談話等を楽しん
だりすることが可能な備品（テーブル、椅子等）を備えた上で、
当該共同生活室から施設内の他の部分への出入口の一つから他の
出入口まで車椅子が自由に通行できる程度の形状が確保されてい
ること。 

⑥ 共同生活室の面積は、当該共同生活室に近接して一体的に設けら
れる居室の入所者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をした
り談話等を楽しんだりすることができるように、それぞれ、２平方
メートルに当該共同生活室が属するユニットの居室の入所定員を乗
じて得た面積以上を標準とすること。 
これは、当該面積以上とすることが原則であるが、基準第１１条

の２の規定の適用を受ける特別養護老人ホームが改築等によって当
該面積を確保し、基準第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人



 -7- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）特別養護老人ホームの建物は、入所者が身体的、精神的に著しい

障害を有する者であることにかんがみ、入所者の日常生活のために使
用しない附属の建物を除き耐火建築物としなければならない。ただし、
入所者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓
練室を２階以上の階及び地下のいずれにも設けていない建物について
は、準耐火建築物とすることができる。 

 
（２）特別養護老人ホームの設備は、当該特別養護老人ホームの運営上

及び入所者の処遇上当然設けなければならないものであるが、同一敷
地内に他の社会福祉施設が設置されている場合等であって、当該施設

ホームの設備の基準を満たそうとする場合（改正省令附則第２条に
規定する場合を含む。）に、敷地の制約や既存の建物の構造上の制約
など特別の事情によって当該面積を確保することが困難であると認
められるときには、上記の趣旨を損なわない範囲で、当該面積未満
としても差し支えないという趣旨であること。 
なお、すべての共同生活室の面積が、それぞれ、３平方メートル

に当該ユニットの居室の入所定員を乗じて得た面積以上である場合
には、独立した機能訓練室を設けないことができること。 

⑦ 共同生活室には、身体の不自由な者が食事をしたり談話等を楽し
んだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えること。 
また、家庭に近い居住環境を実現する観点からは、簡易な流し・

調理設備を設けることが望ましいこと。 
⑧ 浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましいこと。 
⑨ 洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましいこと。ただし、共
同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えないこと。この
場合にあっては、共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではな
く、２ヶ所以上に分散して設けることが望ましいこと。なお、居室
ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させて
も差し支えないこと。 

⑩ 便所は、居室ごとに設けることが望ましいこと。ただし、共同生
活室ごとに適当数設けることとしても差し支えないこと。この場合
にあっては、共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、
２ヶ所以上に分散して設けることが望ましいこと。なお、居室ごと
に設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差
し支えないこと。 

（４）基準第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人ホームと基準第
１１条の２の規定の適用を受ける特別養護老人ホームに共通する設備
の基準 
① 建物は、入所者が身体的、精神的に著しい障害を有する者である
ことにかんがみ、入所者の日常生活のために使用しない附属の建物
を除き耐火建築物としなければならないこと。ただし、入所者の日
常生活に充てられる居室、共同生活室（基準第１１条の２の規定の
適用を受ける特別養護老人ホームにあっては、静養室、食堂）、浴室
及び機能訓練室を２階以上の階及び地下のいずれにも設けていない
建物については、準耐火建築物とすることができること。 

② 設備は、当該特別養護老人ホームの運営上及び入所者の処遇上当
然設けなければならないものであるが、同一敷地内に他の社会福祉
施設が設置されている場合等であって、当該施設の設備を利用する
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の設備を利用することにより特別養護老人ホームの効果的な運営が図
られ、かつ、入所者の処遇に支障がない場合には、入所者が日常継続
的に使用する設備以外の調理室等の設備について、その一部を設けな
いことができる。なお、特別養護老人ホームが利用する他の施設の当
該設備については、本基準に適合するものでなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備

のもつ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮
すること。 

（４）特別養護老人ホームにおける廊下の幅は、入所者の身体的、精神
的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を考慮して定
められたものである。なお、「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養
室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）特別養護老人ホームに設置する傾斜路は、入所者の歩行及び輸送
車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障がないよう
その傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上
げること。 

（６）医務室は、入院施設を有しない診療所として医療法（昭和２３年
法律第２０５号）第７条第１項の規定に基づく都道府県知事の許可を

ことにより特別養護老人ホームの効果的な運営が図られ、かつ、入
所者の処遇に支障がない場合には、入所者が日常継続的に使用する
設備以外の調理室等の設備について、その一部を設けないことがで
きること。なお、特別養護老人ホームが利用する他の施設の当該設
備については、本基準に適合するものでなければならないこと。 
また、基準第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの

設備は、居室又は共同生活室を利用することにより当該特別養護老
人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入
所者の処遇に支障がないときは、その一部を設けないことができる
こと。これは、例えば、居室及び共同生活室を中心に少人数ごとに
生活を共にする入所者に、一人一人の生活のリズムを基本に据えた
介護や日常生活上の世話を行うことに伴い、介護職員又は看護職員
が職務に従事する主な場所が居室及び共同生活室となるため、独立
した部屋を設ける必要がない場合の介護職員室又は看護職員室など
を想定していること。 

③ 便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備
のもつ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配
慮すること。 

④ 廊下の幅は、入所者の身体的、精神的特性及び非常災害時におけ
る迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたものであること。
また、「中廊下」とは、廊下の両側に居室、共同生活室（基準第１１
条の２の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにあっては、静養
室）等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいうこと。 

なお、基準第１１条の規定の適用を受ける特別養護老人ホームに
あっては、居室及び共同生活室を中心に少人数ごとに生活を共にす
る入所者に、一人一人の生活のリズムを基本に据えた介護や日常生
活上の世話などを行うことに伴い、多数の入所者や職員が日常的に
一度に移動することがなくなるため、廊下の幅の一律の規制を緩和
すること。ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することにより、入
所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合」と
は、アルコーブを設けることなどにより、入所者、職員等がすれ違
う際にも支障が生じない場合を想定していること。 

⑤ 傾斜路は、入所者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害
発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表
面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。 

 
⑥ 医務室は、入院施設を有しない診療所として医療法第７条第１項
の規定に基づく都道府県知事の許可を得ること。 
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得ること。 
（７）調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を

清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 
（８）汚物処理室は、他の設備と区分された一定のスペースを有すれば

足りるものである。ただし、換気及び衛生管理等に十分配慮すること。
（９）焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、

居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。
 
 
 
（１０）居室、食堂及び機能訓練室の面積に係る基準は、すべて内法で
の測定によるものである。なお、居室等の面積に関する測定方法につ
いてはこれまで明確化されていなかったことから、「特別養護老人ホ
ームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」（平成１４
年厚生労働省令第１０７号。以下「平成１４年改正省令」という。）の
施行の際現に存する居室等についてまで当てはめる趣旨ではない。 

 
 
（１１）廊下の幅は、内法によるものとし、手すりを含むものである。

なお、廊下の幅に関する測定方法についてはこれまで明確化されてい
なかったことから、平成１４年改正省令の施行の際現に存する廊下に
ついてまで当てはめる趣旨ではない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑦ 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を
清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 

⑧ 汚物処理室は、他の設備と区分された一定のスペースを有すれば
足りるものであること。ただし、換気及び衛生管理等に十分配慮す
ること。 

⑨ 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理施設及び便槽を設ける場合には、
居室、共同生活室（基準第１１条の２の規定の適用を受ける特別養
護老人ホームにあっては、静養室、食堂）及び調理室から相当の距
離を隔てて設けること。 

⑩ 居室、共同生活室（基準第１１条の２の規定の適用を受ける特別
養護老人ホームにあっては、食堂）及び機能訓練室の面積に係る基
準は、すべて内法での測定によるものであること。なお、居室等の
面積に関する測定方法についてはこれまで明確化されていなかった
ことから、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一
部を改正する省令」（平成１４年厚生労働省令第１０７号。以下「平
成１４年改正省令」という。）の施行の際現に存する居室等について
まで当てはめる趣旨ではないこと。 

⑪ 廊下の幅は、内法によるものとし、手すりを含むものであること。
なお、廊下の幅に関する測定方法についてはこれまで明確化されて
いなかったことから、平成１４年改正省令の施行の際現に存する廊
下についてまで当てはめる趣旨ではないこと。 

（５）基準第１１条の２の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの設
備の基準の特例（平成１４年改正省令附則第２条） 
① 基準第１１条の２の規定の適用を受ける特別養護老人ホームに、
基準第１１条に定めるところにより居室、共同生活室、洗面設備及
び便所を設けた場合には、当該設備の間に設ける廊下の幅について
は、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑
な往来に支障が生じないと認められるときには、１．５メートル以
上（中廊下にあっては、１．８メートル以上）として差し支えない
こと。 

② ①の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの食堂及び機能訓練
室の合計した面積は、次のア及びイに定める面積を合計した面積以
上とするものであること。 
ア 食堂 ２平方メートルに入所定員（基準第１１条に定めるとこ
ろにより設けられた居室の入所定員を除く。）を乗じて得た面積 

イ 機能訓練室 １平方メートルに入所定員（基準第１１条に定め
るところにより設けられたユニットの共同生活室が、３平方メー
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（１２）経過措置（基準附則第２条、第３条、第４条） 
 

設備の基準については、以下の経過措置が設けられているので留意
すること。 
① 汚物処理室に関する経過措置 

平成１２年４月１日において現に存する特別養護老人ホームであ
って、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（昭和６２年
厚生省令第１２号）附則第４条第１項（同令第４条の規定による改
正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関
する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）第１８条第２項第１６号
の規定に係る部分に限る。）の規定の適用を受けていたものについて
は、第１１条第２項第１４号（汚物処理室）の規定は、当分の間適
用しない。（附則第２条） 

② 一の居室の定員に関する経過措置 
（略） 

③ 入所者一人当たりの居室の床面積に関する経過措置 
平成１２年４月１日において現に存する特別養護老人ホームの建

物（基本的な設備が完成しているものを含み、同日の後に増築され、
又は全面的に改築された部分を除く。）については、設備基準のうち
入所者一人当たりの居室の床面積に関する基準「１０．６５平方メ
ートル以上」については、「収納設備等を除き、４．９５平方メート
ル以上」とする。（附則第３条第１項） 

④ 入所者一人当たりの食堂及び機能訓練室の面積に関する経過措置
平成１２年４月１日において現に存する特別養護老人ホームの建

物（基本的な設備が完成しているものを含み、同日の後に増築され、
又は全面的に改築された部分を除く。）については、設備基準のうち
食堂及び機能訓練室の合計した面積「３平方メートルに入所定員を
乗じて得た面積以上」の基準については、当分の間適用しない。（附
則第４条） 

 
第３ 職員に関する事項 
１ 職員数 
（１） （略） 
（２）同条第１項に定める「他の社会福祉施設等の栄養士と連携を図る
ことにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することが

トルに当該ユニットの居室の入所定員を乗じて得た面積以上を有
している場合には、当該ユニットの居室の入所定員を除く。）を乗
じて得た面積 

（６）基準第１１条の２の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの設
備の基準に係る経過措置（基準附則第２条、第３条、第４条） 
設備の基準については、以下の経過措置が設けられているので留意

すること。 
① 汚物処理室に関する経過措置 

平成１２年４月１日において現に存する特別養護老人ホームであ
って、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（昭和６２年
厚生省令第１２号）附則第４条第１項（同令第４条の規定による改
正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関
する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）第１８条第２項第１６号
の規定に係る部分に限る。）の規定の適用を受けていたものについて
は、第１１条の２第２項において引用する第１１条第３項第１２号
（汚物処理室）の規定は、当分の間適用しない。（附則第２条） 

② 一の居室の定員に関する経過措置 
（略） 

③ 入所者１人あたりの居室の床面積に関する経過措置 
平成１２年４月１日において現に存する特別養護老人ホームの建

物（基本的な設備が完成しているものを含み、同日の後に増築され、
又は全面的に改築された部分を除く。）については、設備基準のうち
入所者１人あたりの居室の床面積に関する基準「１０．６５平方メ
ートル以上」については、「収納設備等を除き、４．９５平方メート
ル以上」とする。（附則第３条第１項） 

④ 入所者１人あたりの食堂及び機能訓練室の面積に関する経過措置 
平成１２年４月１日において現に存する特別養護老人ホームの建

物（基本的な設備が完成しているものを含み、同日の後に増築され、
又は全面的に改築された部分を除く。）については、設備基準のうち
食堂及び機能訓練室の合計した面積「３平方メートルに入所定員を
乗じて得た面積以上」の基準については、当分の間適用しないもの
である。（附則第４条） 

 
第３ 職員に関する事項 
１ 職員数 
（１） （略） 
（２）同条第１項に定める「他の社会福祉施設等の栄養士と連携を図る
ことにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することが
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できる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄
養士を置かないことができる。」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院
等の栄養士との兼務や地域の栄養指導員との連携を図ることにより、
適切な栄養管理が行われている場合である。 

（３）経過措置（基準附則第５条） 
平成１７年３月３１日までの間は、介護職員又は看護職員の員数を、

常勤換算方法で、入所者の数が４．１又はその端数を増すごとに１人
以上でよいものとされている。ただし、できるだけ早期に３：１へ移
行できるよう努めるものとする。なお、平成１２年４月１日以降に新
たに開始される施設にあっては、既存の施設に対する経過措置として
設けた趣旨にかんがみ、可能な限り、職員配置を３：１以上とするこ
とが望ましい。 
また、この経過措置は、特別養護老人ホームであって小規模生活単

位型特別養護老人ホーム若しくは一部小規模生活単位型特別養護老人
ホームでないもの又は一部小規模生活単位型特別養護老人ホームのユ
ニット部分以外の部分にのみ適用されることに留意すること。 

（４）用語の定義 
① 「常勤換算方法」 
（略） 

② 「勤務延時間数」 
勤務表上、当該特別養護老人ホームの職務に従事する時間として

明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、職員１人に
つき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該特別養
護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき勤務時間数を上限と
する。 

③ 「常勤」 
（略） 

④ 「前年度の平均値」 
（略） 
 

第４ 処遇に関する事項 
１ 入退所 
（１）基準第１３条第２項及び第３項は、特別養護老人ホームが要介護

者のうち、入所して介護を受けることが必要な者を対象としているこ
とにかんがみ、退所して居宅において日常生活を営むことができるか
どうかについて定期的に検討しなければならないこととしたものであ
る。 

なお、上記の検討は、生活相談員、看護・介護職員、介護支援専門

できる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄
養士を置かないことができる。」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院
等の栄養士との兼務や地域の栄養指導員との連携を図ることにより、
適切な栄養管理が行われている場合であること。 

（３）経過措置（基準附則第５条） 
平成１７年３月３１日までの間は、介護職員又は看護職員の員数を、

常勤換算方法で、入所者の数が４．１又はその端数を増すごとに１人
以上でよいものとされている。ただし、できるだけ早期に３：１へ移
行できるよう努めるものとする。なお、平成１２年４月１日以降に新
たに開始される施設にあっては、既存の施設に対する経過措置として
設けた趣旨にかんがみ、可能な限り、職員配置を３：１以上とするこ
とが望ましい。 

 
 
 
 
（４）用語の定義 
① 「常勤換算方法」 
（略） 

② 「勤務延時間数」 
勤務表上、当該特別養護老人ホームの職務に従事する時間として

明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、職員１人に
つき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該特別養
護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき勤務時間数を上限と
すること。 

③ 「常勤」 
（略） 

④ 「前年度の平均値」 
（略） 

 
第４ 処遇に関する事項 
１ 入退所 

基準第１３条第３項から第５項は、特別養護老人ホームが要介護者
のうち、入所して介護を行うことが必要な入所者を対象としているこ
とに鑑み、居宅での介護が生活環境を含めて可能な場合には、退所に
対し必要な援助をすることを規定したものであり、安易に施設側の理
由により退所を促すことの無いよう留意すべきものである。 
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員等により行うこと。 
（２）同条第４項は、上記の検討の結果、居宅での生活が可能と判断さ
れる入所者に対し、退所に際しての本人又は家族等に対する家族での
介護方法等に関する適切な指導、居宅介護支援事業者等に対する情報
提供等の必要な援助をすることを規定したものである。なお、安易に
施設側の理由により退所を促すことのないよう留意する。 

また、退所が可能になった入所者の退所を円滑に行うために、介護
支援専門員及び生活相談員が中心となって、退所後の主治の医師及び
介護支援専門員等並びに市町村と十分連携を図ること。 

２ 入所者の処遇に関する計画（基準第１４条） 
（１）入所者の処遇に関する計画（以下「処遇計画」という。）の作成及
びその実施に当たっては、いたずらにこれを入所者に強制することと
ならないように留意するものとする。 

（２） （略） 
（３）当該処遇計画は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第３９号）第１２条に定める「施設
サービス計画」と同様のもので差し支えない。 

３ 処遇の方針 
（１） （略） 
（２）同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を
行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合に
あっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊
急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものであ
る。 

なお、基準第９条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存
しなければならない。 

４ 介護（基準第１６条） 
（１）介護の提供に当たっては、入所者の人格に十分配慮し、処遇計画
の目標等を念頭において行うことが基本であり、自立している機能の
低下が起きないようにするとともに残存機能の維持向上が図られるよ
う適切な技術をもって介護を提供し、又は必要な支援を行うものとす
ること。 

 
（２）入浴は、入所者の心身の状況や自立支援を踏まえて、適切な方法
により実施するものとする。 

なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴する
ことが困難な場合は、清しきを実施するなど入所者の清潔保持に努め

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 入所者の処遇に関する計画について 
（１）入所者の処遇に関する計画（以下「処遇計画」という。）の作成及
びその実施に当たっては、いたずらにこれを入所者に強制することと
ならないように留意するものとする。 

（２） （略） 
（３）当該処遇計画は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３９号）第１１条に定
める「施設サービス計画」と同様のもので差し支えないこと。 

３ 処遇の方針 
（１） （略） 
（２）同条第４項において、「当該入所者又は他の入所者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入
所者の行動を制限する行為を行ってはならない」旨を定めたところで
あるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時
間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録
しなければならないものとする。 

 
 
４ 介護 
（１）基準第１６条で定める介護の提供に当たっては、処遇計画の目標
等を念頭において行うことが基本であり、自立している機能の低下が
起きないようにするとともに残存機能の維持向上が図られるよう適切
な技術をもって介護を提供し、又は必要な支援を行うものとすること。
なお、介護等の実施に当たっては、入所者の人格に十分に配慮して実
施するものとする。 

（２）同条第２項で定める入浴の実施に当たっては、入所者の心身の状
況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方
法により実施するものとする。なお、入浴の実施に当たっては、事前
に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実施する
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るものとする。 
（３）排せつの介護は、入所者の心身の状況や排せつ状況などをもとに、
自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法
により実施するものとする。 

（４）入所者がおむつを使用せざるを得ない場合には、その心身及び活
動の状況に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換は、頻繁に
行えばよいということではなく、入所者の排せつ状況を踏まえて実施
するものとする。 

（５）特別養護老人ホームは、入所者にとって生活の場であることから、
通常の１日の生活の流れに沿って、離床、着替え、整容など入所者の
心身の状況に応じた日常生活上の世話を適切に行うものとする。 

 
（６）同条第６項の「常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させ
る」とは、夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護職員の勤
務体制を定めておくとともに、２以上の介護職員の勤務体制を組む場
合は、それぞれの勤務体制において常時１人以上の常勤の介護職員の
配置を行わなければならないことを規定したものである。 
なお、介護の提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適

切に組むものとする。 
５ 食事（基準第１７条） 

食事の提供は、次の点に留意して行うものとする。 
 
（１）入所者の心身の状況・嗜

し

好に応じて適切な栄養量及び内容とする
こと。 

（２）・（３） （略） 
（４）調理及び配膳に当たっては、食品衛生法施行規則（昭和２３年厚

生省令第２３号）別表第８の上欄に掲げる事項に留意して衛生的に行
うこと。 

（５）・（６） （略） 
 
 
６ 相談及び援助 

基準第１８条に定める相談及び援助は、常時必要な相談及び援助を
行い得る体制をとることにより、積極的に入所者の生活の向上を図る
ことを趣旨とするものである。 

７ 社会生活上の便宜の提供等 
（１）・（２） （略） 
（３）同条第３項は、特別養護老人ホームは、入所者の家族に対し、当

など入所者の清潔保持に努めるものとする。 
（３）同条第３項で定める排せつの介護に当たっては、入所者の心身の
状況や排せつ状況などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排
せつ介助等について適切な方法により実施するものとする。 

（４）同条第４項で定める「おむつを使用せざるを得ない」場合には、
入所者の心身及び活動状況に適したおむつを提供するとともに、おむ
つ交換に当たっては、頻繁に行えばよいということではなく、入所者
の排せつ状況を踏まえて実施するものとする。 

（５）同条第５項は、特別養護老人ホームは生活の場としての機能も担
っていることから、通常の１日の生活の流れに沿って、離床、着替え、
整容など入所者の心身の状況に応じた日常生活上の世話を適切に行う
ものとする。 

（６）同条第６項で定める「常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従
事させる」とは、夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護職
員の勤務体制を定めておくものであるとともに、２以上の介護職員の
勤務体制を組む場合は、それぞれの勤務体制において常時１人以上の
常勤の介護職員の配置を行うこと。 
なお、介護の提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適

切に行うものとする。 
５ 食事の提供 

基準第１７条に定める食事の提供に当たっては、次の点に留意して
行うものとする。 

（１）入所者の年齢、身体的状況によって適切な栄養量及び内容の食事
の提供を行うこと。 

（２）・（３） （略） 
（４）調理及び配膳にあたっては、食品衛生法施行規則別表第八の上欄
に掲げる事項に留意して衛生的に行うこと。 

 
（５）・（６） （略） 
（７）できるだけ離床して食事が食べられるよう努力をしなければなら

ないこと。 
６ 相談及び援助 

基準第１８条に定める相談及び援助については、常時必要な相談及
び援助を行い得る体制をとることにより、積極的に入所者の生活の向
上を図ることを趣旨とするものである。 

７ 社会生活上の便宜の供与等 
（１）・（２） （略） 
（３）同条第３項は、特別養護老人ホームは、入所者の家族に対し、当
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該施設の会報の送付、当該施設が実施する行事への参加の呼びかけ等
によって入所者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めな
ければならないこととするものである。また、入所者と家族の面会の
場所や時間等についても、入所者やその家族の利便に配慮したものと
するよう努めなければならない。 

（４）同条第４項は、特別養護老人ホームは、入所者の生活を当該施設
内で完結させてしまうことのないよう、入所者の希望や心身の状況を
踏まえながら、買物や外食、図書館や公民館等の公共施設の利用、地
域の行事への参加、友人宅の訪問、散歩など、入所者に多様な外出の
機会を確保するよう努めなければならないこととするものである。 

８ 機能訓練 
基準第２０条に定める機能訓練は、機能訓練室における機能訓練に

限るものではなく、日常生活の中での機能訓練やレクリエーション、
行事の実施等を通じた機能訓練を含むものであり、これらについても
十分に配慮しなければならない。 

９ 健康管理 
（１） （略） 
（２）同条第２項で定める定期健康診断などの状況については、その入

所者の老人保健法（昭和５７年法律第８０号）の健康手帳の所要の記
入欄に、健康診断の状況や健康管理上特記する必要がある事項を記載
するものとする。これらは、医療を受けた場合や在宅に復帰した後に
特別養護老人ホームでの入所者の健康管理状況を把握できるようにす
ることをねらいとしているものである。 

（３）特別養護老人ホームは、入所者が身体的、精神的に著しい障害を
有する者であることにかんがみ、常に健康の状況に注意し、疾病の早
期発見、予防等健康保持のための適切な措置をとるよう努めること。

 
 
 
１０ 入所者の入院期間中の取扱い 
（１）基準第２２条に定める「退院することが明らかに見込まれるとき」
に該当するか否かは、入所者の入院先の病院又は診療所の当該主治医
に確認するなどの方法により判断すること。 

（２）「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、入所者及びその家族の同
意の上での入退院の手続きや、その他の個々の状況に応じた便宜を図
ることを指すものである。 

（３）「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に満
床であることをもって該当するものではなく、例えば、入所者の退院

該施設の会報の送付、当該施設が実施する行事への参加の呼びかけ等
によって入所者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めな
ければならないこととするものである。また、入所者と家族の面会の
場所や時間等についても、入所者やその家族の利便に配慮したものと
する。 

 
 
 
 
 
８ 機能訓練 

基準第２０条に定める機能訓練は、機能訓練室における機能訓練に
限るものではなく、日常生活の中での機能訓練やレクリエーション、
行事の実施等を通じた機能訓練も含むものであり、これらについても
十分に配慮しなければならない。 

９ 健康管理 
（１） （略） 
（２）同条第２項で定める定期健康診断などの状況については、その入
所者の老人保健法の健康手帳の所要の記入欄に、健康診断の状況や健
康管理上特に特記する必要がある事項を記載するものとする。これら
は、医療を受けた場合や在宅復帰後に特別養護老人ホームでの入所者
の健康管理状況を把握できるようにすることをねらいとしているもの
である。 

（３）特別養護老人ホームは、入所者が身体的、精神的に著しい障害を
有する者であることにかんがみ、つねに健康の状況に注意し、疾病の
早期発見、予防等健康保持のための適切な措置をとるよう努めること。 

（４）職員については、労働安全衛生規則第５０条又は地方公共団体の
実施する方法に従って健康診断を行うこと。 

（５）定期的に調理に従事する者の検便を行うこと。 
１０ 入所者の入院期間中の取扱い 
（１）基準第２２条に定める退院することが明らかな場合とは、入所者
の入院先の病院又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法による
こと。 

（２）必要に応じて適切な便宜を供与とは、入所者及びその家族の同意
の上での入退院の手続きやその他の個々の状況に応じた便宜を図るこ
とを指すものであること。 

（３）やむを得ない事情がある場合とは、単に当初予定の退院日に満床
であることをもってやむを得ない事情として該当するものではなく、
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が予定より早まるなどの理由により、ベッドの確保が間に合わない場
合等を指すものである。施設側の都合は、基本的には該当しないこと
に留意すること。なお、上記の例示の場合であっても、再入所が可能
なベッドの確保が出来るまでの間、短期入所生活介護の利用を検討す
るなどにより、入所者の生活に支障を来さないよう努める必要がある。

 
（４）入所者の入院期間中のベッドは、短期入所生活介護事業等に利用
しても差し支えないが、当該入所者が退院する際に円滑に再入所でき
るよう、その利用は計画的なものでなければならない。 

１１ 勤務体制の確保等 
基準第２４条は、入所者に対する適切な処遇の提供を確保するため、

職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか、次の点
に留意するものとする。 

（１） （略） 
（２）職員の勤務体制を定めるもののうち、介護職員の勤務体制につい

ては、「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」により、
３交代制を基本とするが、入所者の処遇が確保される場合は、２交代
制勤務もやむを得ないものとすること。併せて、同通知に定める宿直
員を配置すること。 

 
（３）・（４） （略） 
（５）労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第５０条又は
地方公共団体の実施する方法に従って、職員の健康診断を行うこと。

１２ 衛生管理等 
（略） 

（１）水道法（昭和３２年法律第１７７号）の適用されない小規模の水
道についても、市営水道、専用水道等の場合と同様、水質検査、塩素
消毒法等衛生上必要な措置を講ずること。 

（２）常に施設内外を清潔に保つとともに、毎年１回以上大掃除を行う
こと。 

（３）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要
に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保
つこと。 

（４）特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオ
ネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置
について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な
措置を講じること。 

（５）定期的に、調理に従事する者の検便を行うこと。 

例えば、入所者の退院が予定より早まるなどの理由により、ベッドの
確保が間に合わない場合等を指すものである。施設側の都合は基本的
には該当しないことに留意すること。なお、当該例示の場合であって
も、再入所が可能なベッドの確保が出来るまでの間、短期入所生活介
護の利用を検討するなどにより、入所者の生活に支障を来さないよう
努める必要があること。 

（４）入所者の入院期間中のベッドの利用にあたっては、短期入所生活
介護事業等に利用しても差し支えないが、入所者の退院時に円滑に入
所できるよう計画的に行うこと。 

１１ 勤務体制の確保等 
基準第２４条は、入所者に対する適切な処遇の提供を確保するため、

職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に
留意するものとする。 

（１） （略） 
（２）職員の勤務体制を定めるもののうち、介護職員の勤務体制につい
ては、「社会福祉施設における防火安全対策の強化について（昭和６２
年９月１８日社施第１０７号社会局長、児童家庭局長連名通知）」によ
り、３交代制を基本とするが、入所者の処遇が確保される場合は、２
交代制勤務もやむを得ないものとする。併せて、同通知に定める宿直
員を配置すること。 

（３）・（４） （略） 
 
 
１２ 衛生管理等 

（略） 
（１）水道法の適用されない小規模の水道についても、市営水道、専用
水道等の場合と同様、水質検査、塩素消毒法等衛生上必要な措置を講
ずること。 

（２）つねに施設内外を清潔に保つとともに、毎年１回以上大掃除を行
うこと。 

（３）老人ホームは、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等
について必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともにつねに密
接な連係を保つこと。 
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（６）空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 
１３ 協力病院等 
（１）特別養護老人ホームは、入所者が身体的、精神的に著しい障害を

有するため入院治療等を必要とする場合が極めて多いことにかんが
み、これらの者に対する医療的処遇を円滑に行うことができる１以上
の協力病院をあらかじめ定めておくこと。併せて、入所者の口腔衛生
等の観点から協力歯科医療機関についても、あらかじめ定めることが
望ましい。 

（２） （略） 
１４ 秘密保持等 
（１） （略） 
（２）同条第２項は、特別養護老人ホームに対して、過去に当該特別養

護老人ホームの職員であった者が、その業務上知り得た入所者又はそ
の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づ
けたものであり、具体的には、特別養護老人ホームは、当該特別養護
老人ホームの職員が、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を
保持すべき旨を、職員の雇用時等に取り決め、例えば違約金について
の定めを置くなどの措置を講ずべきこととするものである。 

１５ 苦情処理 
（１）基準第２９条第１項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付け
るための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び
手順等当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要につ
いて明らかにし、これを入所者又はその家族にサービスの内容を説明
する文書に記載するとともに、施設に掲示すること等である。 

（２）同条第２項は、苦情に対し特別養護老人ホームが組織として迅速
かつ適切に対応するため、当該苦情（特別養護老人ホームの提供する
サービスとは関係のないものを除く。）の受付日、内容等を記録するこ
とを義務づけたものである。 
また、特別養護老人ホームは、苦情がサービスの質の向上を図る上

での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービ
スの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 
なお、基準第９条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、

２年間保存しなければならない。 
１６ 地域との連携等 
（１）基準第３０条第１項は、特別養護老人ホームが地域に開かれたも

のとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体等との連携
及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととした
ものである。 

（４）空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 
１３ 協力病院等 
（１）特別養護老人ホームは、入所者が身体的、精神的に著しい障害を
有するため入院治療等を必要とする場合が極めて多いことにかんが
み、これらの者に対する医療的処遇を円滑に行うことができる１以上
の協力病院をあらかじめ定めておくこと。併せて、入所者の口腔衛生
等の観点から協力歯科医療機関についても、あらかじめ定めることが
望ましいこと。 

（２） （略） 
１４ 秘密保持等 
（１） （略） 
（２）同条第２項は、特別養護老人ホームに対して、過去に当該特別養
護老人ホームの職員であった者が、その業務上知り得た入所者又はそ
の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づ
けたものであり具体的には、特別養護老人ホームは、当該特別養護老
人ホームの職員が、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保
持すべき旨を、職員との雇用時等に取り決め、例えば違約金について
の定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。 

１５ 苦情処理 
基準第２９条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談

窓口、苦情処理の体制及び手順等当該施設における苦情を処理するた
めに講ずる措置の概要について明らかにし、入所者にサービスの内容
を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載する
とともに、施設に掲示すること等である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１６ 地域との連携等 

基準第３０条は、特別養護老人ホームが地域に開かれたものとして
運営されるよう、特別養護老人ホームは地域の住民やボランティア団
体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな
いこととしたものである。 
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（２）同条第２項は、基準第２条第４項の趣旨に基づき、介護相談員を
積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定し
たものである。 
なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、

広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を
得て行う事業が含まれるものである。 

１７ 事故発生時の対応 
基準第３１条は、入所者が安心して介護の提供を受けられるよう、

特別養護老人ホームは、入所者の日常生活や処遇上に事故が発生した
場合は、速やかに市町村、当該入所者の家族等に対して連絡を行う等
の必要な措置を講ずべきこととするとともに、事故の状況及び事故に
際して採った処置について記録し、また、入所者に対し賠償すべき事
故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこと
としたものである。 
なお、基準第９条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録は、２年間保存しておかなければなら
ない。 
このほか、以下の点に留意するものとする。 

（１）～（３） （略） 
 
第５ 小規模生活単位型特別養護老人ホーム 
１ 第３章の趣旨 

「小規模生活単位型」の特別養護老人ホームは、居宅に近い居住環
境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、
すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケアであるユニットケ
アを行うことに特徴があり、これまで「居住福祉型」と称してきたも
のを、その特徴をよりわかりやすく表す観点から改めたものである。
こうした小規模生活単位型特別養護老人ホームのケアは、これまで

の特別養護老人ホームのケアと大きく異なることから、その基本方針
並びに設備及び運営に関する基準については、第２章ではなく、第３
章に定めるところによるものである。なお、人員に関する基準につい
ては、基準第１２条に定めるところによるので、留意すること。 

２ 基本方針 
基準第３３条（基本方針）は、小規模生活単位型特別養護老人ホー

ムがユニットケアを行うものであることを規定したものである。 
その具体的な内容に関しては、基準第３６条以下に、サービスの取

扱方針、介護、食事など、それぞれについて明らかにしている。 
３ 運営規程（基準第３４条） 

 
 
 
 
 
 
１７ 事故発生時の対応 

基準第３１条は、入所者が安心して介護の提供を受けられるよう、
特別養護老人ホームは、入所者の日常生活や処遇上に事故が発生した
場合は、速やかに市町村、当該入所者の家族等に対して連絡を行う等
の必要な措置を講ずべきこととするとともに、入所者に対し賠償すべ
き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない
こととしたものである。このほか、以下の点に留意するものとする。 

 
 
 
 
 
（１）～（３） （略） 
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（１）入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額（第５号） 
① 入居者へのサービスの提供の内容は、入居者が、自らの生活様式
や生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるように、
一日の生活の流れの中で行われる支援の内容を指すものであるこ
と。 

② 費用の額については、介護保険等の費用の内容のほか、ユニット
の提供を行うことに伴い必要となる費用、日常生活等の上で入居者
から支払を受ける費用の額を規定するものであること。 

（２）第１の６の（１）及び（３）から（５）までは、小規模生活単位
型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第１の
６中「第７条」とあるのは「第３４条」と、「同条第１号から第７号ま
で」とあるのは「同条第１号から第８号まで」と、同（３）中「第５
号」とあるのは「第６号」と、同（４）中「第６号」とあるのは「第
７号」と、同（５）中「第７号」とあるのは「第８号」と読み替える
ものとする。 

４ 設備の基準（基準第３５条） 
（１）ユニットケアを行うためには、入居者の自律的な生活を保障する
居室（使い慣れた家具等を持ち込むことのできる個室）と、少人数の
家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅での居間に相当す
る部屋）が不可欠であることから、小規模生活単位型特別養護老人ホ
ームは、施設全体を、こうした居室と共同生活室によって一体的に構
成される場所（ユニット）を単位として構成し、運営しなければなら
ない。 

（２）基準第３５条第２項第１号に掲げている「ユニット」は、居室及
び共同生活室のほか、洗面設備及び便所を含むものである。 

（３）入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を
楽しむことができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数
の入居者が集まったりすることのできる場所を設けることが望まし
い。 

（４）ユニット（第３項第１号） 
ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い

日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏まえたも
のでなければならない。 

（５）居室（第１号イ） 
① 上記（１）のとおりユニットケアには個室が不可欠なことから、
居室の定員は１人とする。ただし、夫婦で居室を利用する場合など
サービスの提供上必要と認められる場合は、２人部屋とすることが
できる。 
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② 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの
共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。 
この場合、「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設け」

られる居室とは、次の３つをいう。 
（ア）当該共同生活室に隣接している居室 
（イ）当該共同生活室に隣接してはいないが、（ア）の居室と隣接し

ている居室 
（ウ）その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居

室（他の共同生活室の（ア）及び（イ）に該当する居室を除く。）
③ ユニットの入居定員 

小規模生活単位型特別養護老人ホームは、各ユニットにおいて入
居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支
援するものであることから、一のユニットの入居定員は、１０人以
下とすることを原則とする。 

ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりやむを
得ない場合であって、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関
係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がない
と認められる場合には、入居定員が１０人を超えるユニットも認め
る。なお、この場合にあっても、次の２つの要件を満たさなければ
ならない。 
（ア）入居定員が１０人を超えるユニットにあっては、「おおむね１

０人」と言える範囲内の入居定員であること。 
（イ）入居定員が１０人を超えるユニットの数は、当該施設の総ユ

ニット数の半数以下であること。 
④ ユニットの入居定員に関する既存施設の特例 

平成１５年４月１日に現に存する特別養護老人ホーム（建築中の
ものを含む。）が、その建物を同日以降に改修してユニットを造る場
合にあっては、施設を新増築したり、改築したりする場合に比べて、
現にある建物の構造や敷地などの面で、より大きな制約が想定され
ることから、上記③の（イ）の要件は適用しない。 
また、平成１５年４月１日に現に存する特別養護老人ホーム（建

築中のものを含む。）が同日において現にユニットを有している（建
築中のものを含む。）場合は、当該ユニットについては、上記③は適
用しない。ただし、当該ユニットが改築されたときは、この限りで
ない。 

⑤ 居室の床面積 
小規模生活単位型特別養護老人ホームでは、居宅に近い居住環境

の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うため、
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入居者は長年使い慣れた箪笥
た ん す

などの家具を持ち込むことを想定して
いる。 
このため、一の居室の床面積は、１３．２平方メートル以上（居

室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に
便所が設けられているときはその面積を除く。）を標準とするととも
に、身の回りの品を保管することができる設備は、必要に応じて備
えれば足りることとしている。 

ここで「標準とする」とは、１３．２平方メートル以上とするこ
とが原則であるが、平成１５年４月１日に現に存する特別養護老人
ホームが、その建物を同日以降に改修してユニットを造る場合に、
現にある建物の構造や敷地上の制約など特別の事情によって当該面
積を確保することが困難であると認められるときには、上記の趣旨
を損なわない範囲で、１３．２平方メートル未満であっても差し支
えないという趣旨である。 

なお、平成１５年４月１日に現に存する特別養護老人ホームが同
日において現に有しているユニット（同日以降に改築されたものを
除く。）にあっては、１０．６５平方メートル以上であれば足りるも
のとする。 

また、入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に２人部
屋とするときは２１．３平方メートル以上を標準としていることに
ついても、上記と同様の趣旨である。 

（６）共同生活室（第１号ロ） 
① 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニ
ットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふ
さわしい形状を有するものでなければならない。このためには、次
の２つの要件を満たす必要がある。 
（ア）他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することな

く、施設内の他の場所に移動することができるようになってい
ること。 

（イ）当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に
食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備
えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形
状が確保されていること。 

② 共同生活室の床面積 
共同生活室の床面積について「標準とする」とされている趣旨は、

居室の床面積について上記（５）の⑤にあるのと同様である。 
③ 共同生活室には、介護を必要とする者が食事をしたり、談話等を
楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければ
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ならない。 
また、入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができ

るようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けることが望ま
しい。 

（７）洗面設備（第１号ハ） 
洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活

室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあって
は、共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、２ヶ所以上
に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、
共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えない。 

（８）便所（第１号ニ） 
便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ご

とに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、
共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、２ヶ所以上に分
散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同
生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えない。 

（９）浴室（第２号） 
浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。 

（１０）廊下（第５項第１号） 
小規模生活単位型特別養護老人ホームにあっては、多数の入居者や

職員が日常的に一度に移動することはないことから、廊下の幅の一律
の規制を緩和する。 
ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員

等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合」とは、アルコー
ブを設けることなどにより、入居者、職員等がすれ違う際にも支障が
生じない場合を想定している。 
このほか、小規模生活単位型特別養護老人ホームの廊下の幅につい

ては、第２の２の（４）を準用する。この場合において、第２の２の
（４）中「静養室」とあるのは「共同生活室」と読み替えるものとす
る。 

（１１）小規模生活単位型特別養護老人ホームの設備については、上記
の（１）から（１０）までによるほか、第２の２の規定（（４）及び（１
２）を除く。）を準用する。この場合において、第２の２の（１）中「静
養室、食堂、浴室及び機能訓練室」とあるのは「共同生活室及び浴室」
と、同（９）中「静養室、食堂」とあるのは「共同生活室」と、同（１
０）中「、食堂及び機能訓練室」とあるのは「及び共同生活室」と読
み替えるものとする。 

５ サービスの取扱方針 
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（１）基準第３６条第１項は、第３３条第１項の基本方針を受けて、入
居者へのサービスの提供は、入居者が自律的な日常生活を営むことで
きるよう支援するものとして行われなければならないことを規定した
ものである。 
入居者へのサービスの提供に当たっては、入居前の居宅における生

活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮することが必要であ
り、このため職員は、一人一人の入居者について、個性、心身の状況、
入居に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生活様式や生活習慣
を具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助しなけ
ればならない。 
なお、こうしたことから明らかなように、入居者の意向に関わりな

く集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を通じた機能訓練な
ど、家庭の中では通常行われないことを行うのは、サービスとして適
当でない。 

（２）基準第３６条第２項は、第３３条第１項の基本方針を受けて、入
居者へのサービスの提供は、入居者がユニットにおいて相互に社会的
関係を築くことができるよう、それぞれ役割を持って生活を営めるよ
うに配慮して行われなければならないことを規定したものである。 
このため職員は、入居者相互の信頼関係が醸成されるよう配慮する

ことが必要であるが、同時に、入居者が他の入居者の生活に過度に干
渉し、自律的な生活を損なうことのないようにすることにも配慮が必
要である。 

６ 介護 
（１）基準第３７条第１項は、介護が、第３６条第１項及び第２項のサ

ービスの取扱方針を受けた適切な技術をもって行われなければならな
いことを規定したものである。 
自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、入居者の日

常生活上の活動への援助が過剰なものとなることのないよう留意する
必要がある。 
また、入居者が相互に社会的関係を築くことを支援するという点で

は、単に入居者が家事の中で役割を持つことを支援するにとどまらず、
例えば、入居者相互の間で、頼り、頼られるといった精神的な面での
役割が生まれることを支援することにも留意する必要がある。 

（２）基準第３７条第２項の「日常生活における家事」には、食事の簡
単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多様なものが考
えられる。 

（３）基準第３７条第３項は、入浴が、単に身体の清潔を維持するだけ
でなく、入居者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なものである
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ことから、こうした観点に照らして「適切な方法により」これを行う
こととするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を設けるので
はなく、個浴の実施など入居者の意向に応じることができるだけの入
浴機会を設けなければならないことを規定したものである。 

（４）小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける介護については、
上記の（１）から（３）までによるほか、第４の４の（３）から（６）
までを準用する。この場合において、第４の４の（６）中「同条第６
項」とあるのは「第３７条第７項」と読み替えるものとする。 

７ 食事 
（１）基準第３８条第３項は、第３６条第１項のサービスの取扱方針を

受けて、食事は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に提供しな
ければならないこと、また、施設側の都合で急

せ

かしたりすることなく、
入居者が自分のペースで食事を摂ることができるよう十分な時間を確
保しなければならないことを規定したものである。 

（２）基準第３８条第４項は、第３３条第１項の基本方針を受けて、入
居者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、できる
限り離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなけれ
ばならないことを規定したものである。 
その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあってはなら

ないので、十分留意する必要がある。 
（３）小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける食事については、

上記の（１）及び（２）によるほか、第４の５の（１）から（５）ま
でを準用する。 

８ 社会生活上の便宜の提供等 
（１）基準第３９条第１項は、第３６条第１項のサービスの取扱方針を
受けて、入居者一人一人の嗜

し

好を把握した上で、それに応じた趣味、
教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、同好会やクラブ
活動などを含め、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなけれ
ばならないことを規定したものである。 

（２）小規模生活単位型特別養護老人ホームの居室は、家族や友人が来
訪・宿泊して入居者と交流するのに適した個室であることから、これ
らの者ができる限り気軽に来訪・宿泊することができるよう配慮しな
ければならない。 

（３）小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける社会生活上の便宜
の提供等については、上記の（１）及び（２）によるほか、第４の７
の（２）から（４）までを準用する。この場合において、第４の７の
（２）中「同条第２項」とあるのは「第３９条第２項」と、同（３）
中「同条第３項」とあるのは「第３９条第３項」と、同（４）中「同
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条第４項」とあるのは「第３９条第４項」と読み替えるものとする。
９ 勤務体制の確保等 
（１）基準第４０条第２項は、第３６条第１項のサービスの取扱方針を
受けて、職員の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を重視したサ
ービスの提供に配慮しなければならないことを規定したものである。
これは、職員が、一人一人の入居者について、個性、心身の状況、

生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に
援助するためには、いわゆる「馴染みの関係」が求められることによ
るものである。 

（２）小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける介護職員等の勤務
体制については、次の配置を行うことが望ましい。 
① 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看
護職員を配置すること。 

② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員
又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置する
こと。 

（３）小規模生活単位型特別養護老人ホームにおける勤務体制の確保等
については、上記の（１）及び（２）によるほか、第４の１１を準用
する。この場合において、第４の１１中「第２４条」とあるのは「第
４０条」と、同（３）中「同条第２項」とあるのは「同条第３項」と、
同（４）中「同条第３項」とあるのは「同条第４項」と読み替えるも
のとする。 

１０ 準用 
基準第４２条の規定により、第３条から第６条まで、第８条から第

１０条まで、第１２条の２から第１４条まで、第１８条、第２０条か
ら第２３条まで、第２６条から第３１条までの規定は、小規模生活単
位型特別養護老人ホームについて準用されるものであるため、第１の
２から５まで及び７から９まで、第２の１、並びに第４の１、２（（２）
を除く。）、６、８から１０まで及び１２から１７までを参照すること。

 
第６ 一部小規模生活単位型特別養護老人ホーム 
１ 第４章の趣旨 

平成１５年４月１日に現に存する特別養護老人ホーム（建築中のも
のを含む。）が、その建物を同日以降に改修、改築又は増築して施設の
一部にユニットを造り、ユニットケアを行う場合、また、同日におい
て現に存する特別養護老人ホーム（建築中のものを含む。）が同日にお
いて現に有している（建築中のものを含む。）ユニットで施設の一部に
おいてユニットケアを行う場合は、これを一部小規模生活単位型特別
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養護老人ホームとし、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準
については、第２章ではなく、第４章に定めるところによるものであ
る。なお、人員に関する基準については、基準第１２条に定めるとこ
ろによるので、留意すること。 

２ 基本方針 
基準第４４条は、一部小規模生活単位型特別養護老人ホームの基本

方針は、ユニット部分にあっては小規模生活単位型特別養護老人ホー
ムの基本方針（基準第３３条）に、また、それ以外の部分にあっては
特別養護老人ホームの基本方針（基準第２条）に定めるところによる
ことを規定したものである。 
これを受けて、設備、サービスの取扱方針、介護、食事、社会生活

上の便宜の提供等、勤務体制の確保等及び定員の遵守について、基準
第４６条から第５２条までに、ユニット部分の基準とそれ以外の部分
の基準を規定している。 

３ 運営規程（基準第４５条） 
入居（入所）定員並びにサービスの提供の内容及び費用の額につい

ては、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて明らかにし
なければならない。 

４ 職員の配置の基準等 
（１）基準第１２条第１項第４号イに規定する基準は、ユニット部分と
それ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。 

（２）日中にユニット部分の入居者に対するサービスの提供に当たる介
護職員又は看護職員が、その時間帯においてそれ以外の部分の入所者
に対してサービスの提供を行う勤務体制とすることは、望ましくない。

５ 一部小規模生活単位型特別養護老人ホームのユニット部分について
は第５に、また、それ以外の部分については第１から第４までに、そ
れぞれ定めるところによる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 


